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１ はじめに                                  

本市では、いわゆる団塊の世代が７５歳以上となる令和７年（2025 年）を見据え、介護が

必要な状態になっても住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、医療・介護・予防・住

まい・生活支援が包括的に確保される地域包括ケアシステムの深化・推進を図ってきた。 

特に医療・介護・予防サービスの提供体制の構築においては、平成 28 年 3 月から「生駒

市医療介護連携ネットワーク協議会」を立ち上げ、「在宅医療介護推進部会」及び「認知症

対策部会」を設置し、その取組を推進しているところである。 

令和５年度には、「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が制定され、これに

基づき、令和６年１２月には国の認知症施策の基本計画「認知症施策推進基本計画」が策定

されたところであり、国民一人一人が新しい認知症観に立って、認知症の人が自らの意思に

よって、多様な主体と共に、日常生活及び社会生活を営むことが出来る共生社会の実現を目

指し、生駒市でも認知症施策を推進していく。 

本市の第９期介護保険事業計画にも基本目標の１つとして「認知症の人が尊厳を保持し

希望を持って暮らせる社会の実現」が盛り込まれたところである。今後とも、医療・介護関係

者の相互理解や情報共有は基より、生駒市全体で「顔の見える関係づくり」から「腕の見える

関係づくり」を進めるとともに、患者・利用者が医療や介護の切れ目なく、サービスを利用でき

る体制の構築及び関係者の質の向上と市民啓発に努めていきたい。 

  



 

 

２ 認知症対策部会の役割                                

  認知症対策部会においては、下記①～⑤の内容について、部会員から意見や助言を求め

るものである。 

  ①認知症の普及啓発に関する事項 

  ②認知症予防に関する事項 

  ③認知症ケアの向上に関する事項 

  ④多職種連携に関する事項 

  ⑤生駒市認知症初期集中支援チームに関する事項  

 

３ 認知症対策部会の開催                               

開催年月日 会議の案件 

【第１回】 

令和７年７月９日 

 

(1) 部会長選出・副部会長指名 

(2) 令和 7年度活動スケジュールについて 

(3) 介護施設やグループホームの見学内容の検討 

(4) 認知症安心ガイド（認知症ケアパス）の改訂について  

【第 2回】 

令和７年１２月１０日 

(1) 認知症月間等における啓発事業・多職種連携研修会のご報告 

(2) 医療と介護の連携強化に向けた取組みの検討 

(3) 認知症ケアパスの改訂について 

(4) ロードマップの見直し 

【第３回】 

令和８年３月２５日 

(1) 前回の検討内容整理  

(2) 改訂版 認知症安心ガイド（認知症ケアパス）について 

(3) ロジックモデルの評価 

(4) 令和 7年度認知症対策部会活動報告書（案） 

(5) 令和 8年度の取組内容について 

 



 

 

４ 令和７年度の具体的な取組                                  

(1) 認知症安心ガイド（認知症ケアパス）の改訂 

「認知症になっても安心して暮らせるまち生駒」を目指し、認知症当事者や家族の声を反

映した冊子を作成した。本冊子は、誰もが読みやすく、必要な情報を容易に得られるよう構成

しており、どこから読んでも理解できる内容となっている。今回、若年性認知症に関する章を新

たに追加するとともに、専門職の意見を踏まえて大幅に改訂した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（2）認知症の普及啓発に関する事項 

◇認知症カフェ「カフェいこいこ」の啓発 

チラシを作成し、部会で共有した。啓発を継続していく。 

◇広報いこま いこまち 2025年 9月号「認知症とともに生きる」 

 認知症に関する基本的な知識の紹介や、認知症になっても安心して暮らせる社会づくり、地

域の支え合い活動の取り組み、介護予防教室などの情報を掲載。 

◇認知症に関する市民フォーラム 

第１部として、「認知症とともに生きる早期～本人と家族の想いを聴く～」をテーマに講演い

ただいた。 

日  時：令和７年 9月２８日(日) 午後１時～２時４０分  

場  所：生駒市コミュニティセンター 文化ホール 

内  容：認知症について、医師や介護者としての実体験を交えながら学ぶ 

講  師：松本診療所（ものわすれクリニック） 院長  松本 一生さん 

参加者数：１４７人 

  第２部に「生駒市認知症シンポジウム」※非公開（専門職、行政職員限定） 

    内  容：若年性認知症の当事者、家族、若年性認知症サポートセンター職員、行政職

員、院長 松本一生さんがそれぞれの立場から認知症について語り合う 

参加者数：３７人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（３）多職種連携に関する事項 

◇令和７年度多職種連携研修会 

（生駒市在宅介護支援事業者協会介護支援研修会と合同開催） 

内  容：入退院調整について 

日  時：令和７年 1１月１２日(水) 午後２時～４時  

場  所：北コミュニティセンターISTAはばたき 

参加者数：50人 

主なテーマ 

 ・身寄りのない方、親族と疎遠の方、お金がない方の対応  

・ ８０５０世帯で高齢者が入院した際の対応 

・退院調整の必要性についての在宅支援者と病院との見立て 

・多職種連携ができてよかったと感じた瞬間                  など 

 

（４）生駒市認知症初期集中支援チームに関する事項  

認知症初期集中支援チームの実績を踏まえ、適切に事業が運営されていたかの評価

等を実施する役割を認知症対策部会が担っている。令和７年度稼働案件はなし。 

この背景に、物忘れ相談や地域包括支援センターの総合相談、認知症地域支援推進

員の専用ダイヤル等の活用により、初期集中支援チームを発動せずとも、医療機関へ

の受診や鑑別診断、専門医療相談などに繋がっている状況がある。 

引き続き、認知症初期集中支援チームの効果的な運用方法について検討する必要が

ある。 



 

 

５ 令和８年度の計画（案）                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

資料１ 認知症対策部会の設置及び運営に関する規程  

                                 

認知症対策部会に関する規程 

 （趣旨） 

第１条 生駒市医療介護連携ネットワーク協議会開催要綱第６条第１項の規定に基づ

き、関係機関に意見を求めるために認知症対策部会（以下「部会」という。）を設け

る。 

 （協議事項） 

第２条 部会において意見又は助言を求める事項は、次のとおりとする。 

 (1) 認知症の普及啓発に関する事項 

 (2) 認知症予防に関する事項 

 (3) 認知症ケアの向上に関する事項 

(4) 多職種連携に関する事項 

(5) 生駒市認知症初期集中支援チームに関する事項 

 （部会長等） 

第３条 部会に部会長及び副部会長を置く。 

２ 部会長は部会員の互選により定め、副部会長は部会長が指名する部会員を持って

充てる。 

３ 部会は部会長が招集する。 

４ 部会長は、部会の事務を総理し、部会の調査、検討の結果を協議会に報告する。 

５ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

６ 部会長は、必要があると認めるときには、部会の会議に部会員以外の者の出席を

求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。 

 （庶務） 

第４条 部会の庶務は、地域包括ケア推進課において処理する。 

２ 部会における会議の内容は、地域包括ケア推進課において記録し、文書化する。 

 （施行の細目） 

第５条 この規程に定めるもののほか、部会に必要な事項は、参加者に意見を求めた

上で定める。 

  



 

 

 附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

（認知症対策部会の設置及び運営に関する規程の廃止） 

２ 認知症対策部会の設置及び運営に関する規程（平成２８年６月１日施行）は、廃

止する。 

 

 

部会構成員 

生駒市医師会 

生駒市内病院 

生駒市歯科医師会 

生駒地区薬剤師会 

訪問看護ステーション 

地域包括支援センター 

居宅介護支援事業所 

訪問介護事業所 

郡山保健所 

その他市長が必要と認める者 

 

  



 

 

資料２ 令和７年度認知症対策部会委員名簿                                  

（順不同。敬称略） 

氏 名 役 職 等 関係機関名 

山上 正仁 一般社団法人生駒市医師会  生駒市医師会 

太田 亜裕美 近畿大学奈良病院 患者支援センター 生駒市内病院 

徐 典代 
医療法人和幸会阪奈中央病院 

リハビリ科 作業療法士副技師長 
生駒市内病院 

川田 和弘 医療法人社団松下会白庭病院 副院長 生駒市内病院 

佐々木 昇 生駒市歯科医師会 会長 生駒市歯科医師会 

古田 佳子 有限会社アール アール薬局生駒駅前南店 生駒地区薬剤師会 

尾山 章子 スマイルさくらリハビリ訪問看護ステーション 訪問看護ステーション 

大谷 繭子 生駒市メディカル南地域包括支援センター 地域包括支援センター 

中田 エミ子 
社会福祉法人 宝山寺事業団  

居宅介護支援センター延寿 主任 
居宅介護支援事業所 

高原 彩子 社会福祉法人 生駒市社会福祉協議会 訪問介護事業所 

山中 康代 奈良県郡山保健所 健康増進課 課長 郡山保健所 

竹田 幸代 グループホームさくら 施設長 その他市長が必要と認める者 

笹本 奏 生駒市梅寿荘地域包括支援センター その他市長が必要と認める者 

 

 


